
 

 
 
 
 
 
 
 

 
こころの健康政策構想実現会議 

１１月６日（日） 
第二次全国一斉国会請願街頭署名 

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を求める第二次全国一斉国会請願街頭署名は、１１月

６日（日）に全国各地で実施されます。実施地域は１１月１日現在、下記の３１都府県、４７ヶ所で、参加者数は

千数百名が予定されています。尚６日に行事が重なっているために取り組みができない数ヶ所の県は、後日取

り組みを予定しています。 

＜全国一斉国会請願街頭署名実施 ⇒ ３１都府県＞ 

青森県 秋田県② 宮城県 茨城県 埼玉県② 千葉県 群馬県 
神奈川県 東京都 富山県 石川県 岐阜県 愛知県⑥ 京都府 
大阪府⑤ 兵庫県 奈良県 和歌山県② 滋賀県 鳥取県 島根県 
岡山県 山口県 広島県 高知県 福岡県② 長崎県③ 熊本県 

大分県② 宮崎県 沖縄県     

                （注）上記の丸数字は実施個所数 

 ６日の全国一斉国会請願街頭署名の取り組みに向けて、各地で、マスコミ各社に対し、取材要請が行われ

ています。各地でのマスコミの反応は好評で、取材の約束が進んでいます。 

 

全国各地で 
「意見書」の採択を求めて取り組みが始まる 

＜東京都調布市議会で意見書を採択＞ 

東京都調布市議会は、９月２７日、国会への「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める「意見

書」を全会一致で採択しました。すでに「意見書」は国会に送られています。 

１２月議会での「意見書」の採択をめざして、数ヶ所の都府県議会・区市町村議会での取り組みが具体的に

始まっています。各地での反応は極めて好評です。要請を受けた議員の方々は、どこでも、こころの健康問題

を切実な問題ととらえ、この問題の改革が急務という認識は共通しています。私たちが積極的に働き掛けるな

ら、地方議会でも積極的に答える状況ができています。 

今後「意見書」を地方議会で採択する機会は、今年の１２月議会と来春の３月議会です。可能なところは、１

２月議会での採択をめざして、具体的に取り組みを開始し、１２月議会での「意見書」採択数を増やすことが重

要です。 
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